
令 和 元 年
11月29日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

土
地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村
整
備
課
）

二
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…

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
の
認
定
（
監
理
課
）

三

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
住
宅
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施
（
生
活
衛
生
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商
政
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件
）
（
商
政
課
）

八

…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

九
…
…
…
…
…

規

則

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
六
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に

掲
げ
る
事
項
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
五
条
中
「
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
住
民
票
の
写
し
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
失
踪そ

う

」
を
「
失
踪
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同

条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
級
建
築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
法
第
八

条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
病
名
、
障
害
の
程
度
、

病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添

え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

一
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「

」
を

後
見
開
始
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
審
判
又
は
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て

い
ま
す
か
。

１
い
る
。

２
い
な
い
。

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

（
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
罪
及
び
刑
）

（
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
年
月
日
）

１
あ
る
。

２
な
い
。

(
)

(
年

月
日
)

「

」
に
、

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

（
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
罪
及
び
刑
）

（
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
年
月
日
）

１
あ
る
。

２
な
い
。

(
)

(
年

月
日
)

「

」
を

建
築
士
法
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、

そ
の
停
止
の
期
間
中
に
同
法
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級

建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。

（
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
）

１
あ
る
。

２
な
い
。

(
年

月
日
か
ら)

年
月

日
ま
で

「

」
に
、

建
築
士
法
第
10条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、

そ
の
停
止
の
期
間
中
に
同
法
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級

建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。

（
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
）

１
あ
る
。

２
な
い
。

(
年

月
日
か
ら)

年
月

日
ま
で

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
業
務
を
適

正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
す
か
。

１
は
い
。

２
い
い
え
。

「

戸籍照合

「
を

」

住
民

票
照

合

に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

添
付
書
類

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

別
記
第
四
号
様
式
の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

住
民
票
の
写
し

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

田
布
施
土
地
改
良
区

令
和
元
、
一
一
、
一
九

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

二
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令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

施
行
地
区

事
業
の
種
類

認
可
年
月
日

田
布
施
土
地
改
良
区

南
周
防
地
区

土
地
改
良
施
設
の

管
理

令
和
元
、
一
一
、
一
九

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

起
業
者
の
名
称

山
口
市

二

事
業
の
種
類

徳
地
地
域
複
合
型
拠
点
施
設
整
備
事
業

三

起
業
地

㈠

収
用
の
部
分

山
口
市
徳
地
堀
字
木
舟
及
び
字
森
ノ
脇
地
内

㈡

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

㈠

法
第
二
十
条
第
一
号
関
係

徳
地
地
域
複
合
型
拠
点
施
設
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第

十
九
号
、
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡

法
第
二
十
条
第
二
号
関
係

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
山
口
市
は
、
一
般
会
計
に
よ
り
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

法
第
二
十
条
第
三
号
関
係

ア

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
山
口
市
の
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
の

庁
舎
、
市
民
活
動
、
自
治
会
の
活
動
等
に
よ
る
地
域
づ
く
り
及
び
生
涯
学
習
を
展
開
す
る
た
め

の
施
設
、
健
康
相
談
、
保
健
指
導
、
健
康
診
査
等
を
行
う
た
め
の
施
設
並
び
に
消
防
の
用
に
供

す
る
自
動
車
、
資
材
、
機
材
等
を
保
管
す
る
た
め
の
施
設
並
び
に
学
術
及
び
文
化
に
関
す
る
事

業
を
行
う
た
め
の
施
設
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
利
便
性
の
向
上
、

福
祉
の
増
進
、
安
全
の
確
保
及
び
生
活
文
化
の
振
興
が
図
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

イ

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
本
件
事
業
に
係
る
施
設
（
以
下
「
本
件
施

設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
起
業
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
起
業
地
の
周
辺
に
お
い
て
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
に
特

別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
及
び
文
化
財
は
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
が
周
辺
環
境

に
与
え
る
影
響
は
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ

本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
本
件
施
設
の
利
用
者
の
利
便
性
が
高
い
こ
と
等
を
条
件
と
し
て
、

三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
上
で
選
定
さ
れ
て
い
る
。

エ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
土
地
及
び
建
物
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利

用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈣

法
第
二
十
条
第
四
号
関
係

ア

本
件
事
業
は
、
山
口
市
の
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
の
庁
舎
、
市
民
活
動
、
自
治
会
の

活
動
等
に
よ
る
地
域
づ
く
り
及
び
生
涯
学
習
を
展
開
す
る
た
め
の
施
設
、
健
康
相
談
、
保
健
指

導
、
健
康
診
査
等
を
行
う
た
め
の
施
設
並
び
に
消
防
の
用
に
供
す
る
自
動
車
、
資
材
、
機
材
等

を
保
管
す
る
た
め
の
施
設
並
び
に
学
術
及
び
文
化
に
関
す
る
事
業
を
行
う
た
め
の
施
設
を
一
体

的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
利
便
性
の
向
上
、
福
祉
の
増
進
、
安
全
の
確
保
及

び
生
活
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
早
急
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
。

イ

本
件
事
業
の
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
施
設
の
規
模
等
に
比
し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。

ウ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
及
び
建
物
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の

必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所

山
口
市
地
域
生
活
部
協
働
推
進
課

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
綾
羅
木
県
営
住
宅
新
築
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規

模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
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一

綾
羅
木
県
営
住
宅
新
築
工
事

㈠

工
事
場
所

下
関
市
綾
羅
木
新
町
二
丁
目
一
番
地
一

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

戸

数

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
四
階
建

一
、
八
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
建
築
一
式
工
事
の
Ａ

等
級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
建
築
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

の
（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
住
宅
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

令
和
二
年
一
月
十
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
住
宅
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三

八
七
〇
）
に
す
る
こ
と
。

公

告

（
一
七
七
）
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

⚑

日
時

令
和
二
年
二
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

⚒

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
職
員
ホ
ー
ル

㈡

実
技
試
験

⚑

日
時

令
和
二
年
三
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

⚒

場
所

四
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山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二

や
ま
ぐ
ち
総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

二

受
験
資
格

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規

定
す
る
者
（
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

で
、
三
年
以
上
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
一

月
二
十
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

四

受
験
願
書
等
の
提
出
先

区

分

提

出

先

県
内
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
す
る
事
業
所

（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者

事
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
保
健
所

県
内
に
事
業
所
が
な
い
者
で
、
県
内
に
住
所
が
あ
る

も
の

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所

県
内
に
事
業
所
及
び
住
所
が
な
い
者

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
（
山
口
市
滝
町
一
番

一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－
八
五
〇
一
）
）

五

提
出
書
類
等

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）

㈢

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
（
氏
名
が
卒
業
証
明
書
記
載
の
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
謄

本
又
は
抄
本
を
添
付
す
る
こ
と
。
）

㈣

ふ
ぐ
処
理
業
務
従
事
証
明
書

㈤

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五
十
号
）
第

十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る

書
類
に
代
え
て
学
科
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

受
験
手
数
料

一
万
七
百
五
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

七

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

八

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
環
境
生
活

部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
受

験
願
書
等
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三

十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
七
四
）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

の
上
す
る
こ
と
。

（
一
七
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｄ
Ｃ
Ｍ
ダ
イ
キ
下
関
店

所
在
地

下
関
市
東
大
和
町
二
丁
目
一
二
番
一
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三

浅
田

俊
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

四
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大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
長
府
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

下
関
市
長
府
外
浦
町
三
五
四
七
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ナ
フ
コ

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六
番
一
〇
号

石
田

卓
巳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
宮
田
町
店

所
在
地

下
関
市
宮
田
町
一
丁
目
八
番
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

合
同
会
社
リ
バ
ー
フ
ィ
ー
ル

ド

下
関
市
本
町
二
丁
目
一
番
一
一
号

中
村

高
志

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

（
一
七
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
尾
津
町
一
丁
目
一
六
番
五
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一
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大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

通
津
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

岩
国
市
通
津
三
七
三
五

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

安
堂
畜
産
株
式
会
社

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
二
九
八
の
一

安
堂

卓
也

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

飯
塚

道
正

飯
塚

正

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

通
津
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

岩
国
市
通
津
三
七
三
五

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

安
堂
畜
産
株
式
会
社

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
二
九
八
の
一

安
堂

卓
也

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
玖
珂
店

所
在
地

岩
国
市
玖
珂
町
五
一
四
九
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ザ
・
ビ
ッ
グ
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
三
笠
町
三
丁
目
二
番
二
号

七
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二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

（
一
八
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
七
月
九
日
山
口
県
公
告
（
五
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関
市
か
ら

意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
長
府
店

所
在
地

下
関
市
王
司
本
町
三
丁
目
二
番
一
七
号

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
川
棚
店

所
在
地

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚
六
三
六
一
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
長
府
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

下
関
市
長
府
外
浦
町
三
五
四
七
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
一
八
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
七
月
九
日
山
口
県
公
告
（
五
七
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部
市
か
ら

意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
西
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
西
宇
部
南
四
丁
目
一
三
一
二
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

公
安
委
員
会

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

八
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山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
の
表
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
若
し
く
は
特
例
更
新
申
請
書
」
を
「
、
特
例
更
新
申
請
書
若
し
く
は
運
転
免
許
証
再
交
付
申
請

書
」
に
改
め
、
「
と
き
（
」
の
下
に
「
運
転
免
許
証
更
新
申
請
書
及
び
特
例
更
新
申
請
書
に
あ
つ
て

は
、
」
を
、
「
、
特
例
更
新
申
請
書
」
の
下
に
「
、
運
転
免
許
証
再
交
付
申
請
書
」
を
加
え
、
「
若
し

く
は
運
転
経
歴
証
明
書
交
付
申
請
書
」
を
「
、
運
転
経
歴
証
明
書
交
付
申
請
書
若
し
く
は
運
転
経
歴
証

明
書
再
交
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
七
の
添
付
書
類
⚓
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
同
法
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

別
記
第
五
号
様
式
の
七
の
添
付
書
類
⚓
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
を
⑶
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
十
一
の
添
付
書
類
⚒
中
「ニ
」
を
「ハ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
二
中
「第

104条
の
⚔
第
⚕
項
の

」
を
「第

104条
の
⚔
第
⚕
項

第
105条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
104条

の
⚔
第
⚕
項
の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
四
中

「

」
を

電
話
番
号

「

」
に

電
話
番
号

再
交
付
を
申
請

す
る
理
由

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
五
号
様
式
の
七
及
び
別

記
第
五
号
様
式
の
十
一
の
改
正
規
定
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
四
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
七
十
の
表
第
百
四
条
の
四
第
五
項
の
項
中
「第

104条
の
⚔
第
⚕
項

」
を
「第

104条
の

〔
準
用
〕

第
105条

第
⚔
第
⚕
項

「第
104条

に
改
め
、
同
表
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
項
中
「第

104条
の
⚔
第
⚖
項

」
を

〔
準
用
〕

⚒
項

」

第
105条

の
⚔
第
⚖
項

に
改
め
る
。

第
⚒
項

」

「第
104条

別
表
第
二
の
三
十
一
の
表
第
百
四
条
の
四
第
五
項
の
項
中
「第

104条
の
⚔
第
⚕
項

」
を

〔
準
用
〕

第
105条

の
⚔
第
⚕
項

「
第
104

に
改
め
、
同
表
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
項
中
「第

104条
の
⚔
第
⚖
項

」
を

〔
準

第
⚒
項

」

第
105

条
の
⚔
第
⚖
項

用
〕

に
改
め
る
。

条
第
⚒
項

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
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年
十
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月
二
十
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日
発
行

発
行
人

山
口
県
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事


